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はじめに 

 

 

ＰＦＩ（Private Finance Initiative）は、公共施設等の設計、建設、維持管理・運

営等に対し、民間の資金や経営・技術力等のノウハウを活用し、効率的かつ効果的な公

共サービスの提供を図る公共事業の調達手法の１つです。 

国土交通省においても、質の高い公共サービスを提供するため、民間の能力・資金の

活用により効率的かつ効果的に実施できる適切な事業分野においてＰＦＩの導入を積極

的に推進してきたところです。この結果、国土交通省所管のＰＦＩ事業の実施件数は平

成20年3月末時点で 68 件に増加し、供用開始した事業も 33 件に上っています。 

一方、国内におけるＰＦＩ事業の進展とともに、契約書類を含む契約プロセスの理解

不足、事業の進捗状況を的確に確認するモニタリングの手法が十分確立されていない等、

発注者が抱える課題が明らかになってきました。次期「社会資本整備重点計画」の策定

について（平成 19 年６月 21 日社会資本整備審議会交通政策審議会計画部会とりまとめ）

の中では、「発注者のＰＦＩ事業実施に係る能力を一層向上させるとともに、契約プロセ

スや契約書類の簡素化・標準化など発注に係る負担軽減やより効果的なモニタリングの

手法・体制の確立等が図られるべき」と指摘されています。 

このような状況を受け、ＰＦＩ事業の実際の発注や運用に係る負担が顕在化している

契約手続きや事業契約書、モニタリング（業務監視）等について、具体的な指針の検討

を行うことを目的として、有識者からなる「ＰＦＩの事業プロセス改善研究会」を設置

し、今般、本参考書として、とりまとめていただきました。特に、「Ⅱ．ＰＦＩ事業にお

ける事業契約書例」の作成にあたっては、江口直明委員に詳細な助言をいただきました。 

本参考書が、ＰＦＩ事業に携わる発注者側の実務担当者にとって、ＰＦＩの導入検討

や手続き、事業の実施に関する参考となり、ＰＦＩ事業が積極的かつ適切に実施され、

より質の高い公共サービスが提供されることを期待します。 

なお、本参考書の掲載内容は、最新の情報や参考書利用者等からのご意見を随時受け

付け、今後も修正していくこととしております。 

 

最後に、本書をとりまとめるにあたり、「ＰＦＩの事業プロセス改善研究会」の各委員

をはじめ、ヒアリング等にご協力いただいた発注者及び民間事業者の方々に深く感謝申

し上げます。 
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